
行政トピックス

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
後
期

高
齢
者
医
療
な
ど
、
医
療
制
度

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
か
ら
、

市
民
福
祉
部
を
中
心
に
、
市
の

組
織
・
機
構
と
課
の
配
置
が
次

の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

①
保
健
師
の
集
約
配
置

　

▼
本
庁
内
の
各
課
や
各
支
所
に
配

　
　

置
し
て
い
る
保
健
師
を
本
庁
市

　
　

民
健
康
課
に
集
約
し
、
医
療
・

　
　

介
護
な
ど
の
予
防
業
務
を
一
元

　
　

化
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
保

　
　

健
師
の
保
健
指
導
力
向
上
を
図

　
　

り
、
保
健
指
導
業
務
に
専
念
で

　
　

き
る
体
制
を
構
築
し
ま
す
。

　

▼
保
健
師
は
本
庁
市
民
健
康
課
に

　
　

配
置
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

　
　

通
り
各
地
域
に
出
向
い
て
保
健

　
　

指
導
業
務
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

　
　

甑
島
各
地
域
に
つ
い
て
は
、
上

　
　

甑
・
下
甑
支
所
に
集
約
し
、
上

　
　

甑
・
下
甑
支
所
市
民
福
祉
課（
保

　
　

健
セ
ン
タ
ー
）に
配
置
し
ま
す
。

　

▼
健
康
相
談
の
会
場
は
、
こ
れ
ま

　
　

で
通
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

　
　

樋
脇
地
域
に
つ
い
て
は
樋
脇
支

　
　

所
で
対
応
し
ま
す
。

②
市
民
福
祉
部
の
再
編

　

▼
子
ど
も
対
策
室
を
子
育
て
支
援

　
　

課
に
変
更
し
ま
す
。

　

▼
環
境
施
設
整
備
室
を
新
設
し
、

　
　

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー
整
備

　
　

に
対
応
し
ま
す
。

　

▼
高
齢
・
障
害
福
祉
課
の
地
域
包

　
　

括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
独
立
し
、

　
　

地
域
包
括
支
援
室
を
新
設
し
ま

　
　

す
。

　

▼
市
民
健
康
課
の
地
域
医
療
、
緊

　
　

急
医
療
な
ど
に
関
す
る
業
務
を

　
　

診
療
所
課
に
一
元
化
し
、
診
療

　
　

所
課
を
地
域
医
療
対
策
課
に
変

　
　

更
し
ま
す
。

　

▼
市
民
政
策
課
を
市
民
課
へ
統
合

　
　

し
ま
す
。
総
合
相
談
や
交
通
災

　
　

害
共
済
事
業
な
ど
は
市
民
課
の

　
　

業
務
と
な
り
ま
す
が
、
窓
口
の

　
　

位
置
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
す
。

③
そ
の
ほ
か
の
組
織
変
更

　

▼
収
納
課
と
収
納
対
策
室
を
統
合

　
　

し
て
収
納
対
策
課
に
変
更
し
ま

　
　

す
。

　

▼
川
内
保
育
園
は
民
営
化
さ
れ
ま

　
　

す
。

●
問
合
先
＝
本
庁
行
政
改
革
推
進
課

　
（
内
線
４
１
３
２
）

＊課名などの変更はありますが，手続き
　窓口の位置は変わりません。
＊変更のあった課・室は青色で記入して
　あります。
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＊統合や新設のあった本庁２階の配置図のみ掲載します
　（そのほかの階は変更ありません）。

平
成
20
年
４
月
か
ら

市
の
組
織
・
機
構
が
変
わ
り
ま
す
。

0�Kouhou  Satsumasendai 2008.3.25●


